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予防介護老人保健施設予防通所リハビリテーション

重 要 事 項 説 明 書Ⅱ 

（令和６年 11 月 1 日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．予防通所リハビリテーションについての概要 

予防通所リハビリテーションについては、要介護１及び要支援２の家庭等での生活を

継続させるために立案された介護予防サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維

持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わ

る医師及び理 

 

学療法士、作業療法士その他専ら介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる従

事者の協議によって、介護予防通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、

利用者・身元引受人（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については

同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

(1) 基本料金 

① 通所利用料（以下は１月当たりの自己負担分です） 

  ・要支援１    ２２６８円 

  ・要支援２    ４２２８円 

  

 （利用開始日の月より 12月を超えて利用した場合） 

          上記利用料より 要支援１ 減算１２０円（月あたり） 

                 要支援２ 減算２４０円（月あたり） 

 

② 栄養アセスメント加算（低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する場合） 

                         ５０円／月 

 

 ③ 栄養改善加算 （低栄養状態にある利用者又はおそれのある利用者が個別の栄養 

          管理サービスを受けた場合） 

      ２００円／月 

 ④ 口腔・栄養スクリーニング加算（口腔内の健康や栄養状態の確認等を行った場合） 

    ・口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ      ２０円／６月に 1回 

    ・口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ       ５円／６月に１回 

 

 ⑤ 口腔機能向上加算（口腔機能の低下している又はおそれのある利用者が口腔機能向  

上のサービスを受けた場合） 
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    ・口腔機能加算Ⅰ            １５０円／月に２回まで 

    ・口腔機能加算Ⅱ            １６０円／月に２回まで 

⑥ 一体的サービス提供加算（③及び⑤を受けた場合） 

                        ４８０円／月 

          

⑦ 若年性認知利用者受入加算（若年性認知症利用者の利用を受入れたとき） 

                       ２４０円／月 

 

 ⑧ 同一建物送迎減算（デイケア施設の同一建物内で利用される場合） 

      傷病による送迎の必要又はやむを得ない事情で送迎が必要な場合を除く 

                       要支援１ 減算３７６円（月あたり） 

                       要支援２ 減算７５２円（月あたり） 

  

⑨ サービス提供体制強化加算（職員のキャリア等が評価される場合） 
 

   ・サービス提供体制強化加算Ⅰ      要支援１  ８８円（月あたり） 

                       要支援２ １７６円（月あたり） 

・サービス提供体制強化加算Ⅱ      要支援１  ７２円（月あたり） 

                       要支援２ １４４円（月あたり） 

  ・サービス提供体制強化加算Ⅲ            要支援１  ２４円（月あたり） 

                        要支援２  ４８円（月あたり） 
 

⑩ 科学的介護推進体制加算（利用者の身体機能値や栄養状態、口腔機能、認知症等の 

              心身の状況等の情報を厚生労働省に提供するとともに 

              その情報をリハビリテーション等に活用している場合） 

                              ４０円      
                               

⑪ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）(介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善  

などを目的とする) 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）    ①～⑩の合計金額の 8.6％の金額 

 

 尚、上記料金は、介護保険制度上でのサービス費や加算の１割の自己負担の金額を示 

していますが、一定以上の所得のある利用者の自己負担は２割又は３割となります。 

 

(2) その他の料金（ご希望に応じてのご負担となります） 

① 食費（食材料費等） 昼食 ８００円 

※原則として食堂でおとりいただきます。なお、予防通所リハビリテーション利用

時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

② 基本時間外施設利用料  ３０分当たり  ３００円 

③ 石鹸代          １回当たり   ３０円 

④ 入浴用タオル使用料    １枚当たり   ５０円 

 

(3) 利用負担額の計算方法について 

 利用負担金は、（１）の基本料金の該当項目の金額と（２）その他の料金の該当項目

の合計金額となります。 
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(4) 支払い方法 

・毎月１０日頃に、前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日までに指定の金

融機関にお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。（利用

月毎に現金で支払う方法としても可能ですが、その場合、木曜日の午後の支払いはで

きません） 

・お支払い方法は、現金、金融機関口座自動引き落とし（但し、山口銀行・郵便局・山

口県農協に限らせていただきます）の２方法があります。利用申込み時にお選びくだ

さい。 

・尚、利用料金については、医療費控除対象となる項目がありますので、当施設発行の

領収書でご確認の上、保管しておいてください。（領収書の再発行はいたしかねます） 
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介護老人保健施設通所リハビリテーション利用約款 

重 要 事 項 説 明 書Ⅱ 

（令和６年 11 月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．通所リハビリテーションについての概要 

通所リハビリテーションについては、要介護者及び経過的要介護者の家庭等での生活

を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただ

き、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能

の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に

関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供にあ

たる従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画・リハビリテーション実施計

画書が作成されますが、その際、利用者・身元引受人（ご家族）の希望を十分に取り入

れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金（１割負担の場合） 

(1) 基本料金 

① 通所リハビリ利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利

用時間によって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負担分です） 

 

［１時間以上２時間未満］ 

・要介護１               ３６９円 

・要介護２               ３９８円 

・要介護３               ４２９円 

・要介護４               ４５８円  

・要介護５               ４９１円  

［２時間以上３時間未満］ 

・要介護１               ３８３円 

・要介護２               ４３９円 

・要介護３               ４９８円 

・要介護４               ５５５円  

・要介護５               ６１２円 

［３時間以上４時間未満］ 

・要介護１               ４８６円 

・要介護２               ５６５円 

・要介護３               ６４３円 

・要介護４               ７４３円 

・要介護５               ８４２円  

［４時間以上５時間未満］ 
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・要介護１               ５５３円 

・要介護２               ６４２円 

・要介護３               ７３０円 

・要介護４               ８４４円 

・要介護５               ９５７円 

［５時間以上６時間未満］ 

・要介護１               ６２２円 

・要介護２               ７３８円 

・要介護３               ８５２円 

・要介護４               ９８７円 

・要介護５              １１２０円 

［６時間以上７時間未満］ 

・要介護１               ７１５円 

・要介護２               ８５０円 

・要介護３               ９８１円 

・要介護４              １１３７円 

・要介護５              １２９０円 

［７時間以上８時間未満］ 

・要介護１               ７６２円 

・要介護２               ９０３円 

・要介護３              １０４６円 

・要介護４              １２１５円 

・要介護５              １３７９円 
 

② リハビリテーションマネジメント加算（適切なリハビリテーションの実施・継続が 

                        行えるよう、関係スタッフで協議等を行い、   

計画の見直し等を提供する場合） 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算(A)イ(開始月～６月) ５６０円（月あたり） 

               (開始月６月～) ２４０円（月あたり） 

            (B)ロ(開始月～６月) ５９３円（月あたり） 

               (開始月６月～) ２７３円（月あたり） 

・イ・ロで医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合 ２７０円 

                      

③ 短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算（退院・退所等後３月以内に個別にリハビリテー 

                             ションを受けた場合） 

                                  １１０円（日あたり） 

 

④ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（退院・退所後３月以内の認知症の 

 方が個別の集中リハビリテーションを受けたとき） 

・認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算Ⅰ       ２４０円（日あたり） 

・認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算Ⅱ      １９２０円（月あたり） 

 

⑤ リハビリテーション提供体制加算（リハビリテーションスタッフの基準以上の 
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配置体制を評価） 

・３時間以上４時間未満            １２円（日あたり） 

・４時間以上５時間未満            １６円（日あたり） 

・５時間以上６時間未満            ２０円（日あたり） 

・６時間以上７時間未満            ２４円（日あたり） 

・７時間以上８時間未満            ２８円（日あたり） 

 

⑥ 若年性認知症利用者受入加算（若年性認知症利用者の利用を受入れたとき） 

                       ６０円（日あたり） 

 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施加算（生活行為の向上を目的としたリハビリ 

    や実際の生活場面における具体的な指導等と行った場合） 

  ・開始月～６月以内の期間       １２５０円（月あたり） 

   

⑧ 入浴介助加算 （入浴動作介助や自宅での入浴の実施や継続を援助した場合） 

・入浴介助加算(Ⅰ)              ４０円（日あたり） 

・入浴介助加算(Ⅱ)              ６０円（日あたり）               

通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないこ

とがあります。 

  ⑨ 栄養アセスメント加算 （低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握する場合） 

                           ５０円（月） 

 

⑩ 栄養改善加算（低栄養状態にある方やおそれのある利用者が栄養ｻｰﾋﾞｽを受けたと

き ）                

２００円（３月以内で月２回） 

 

⑪ 栄養スクリーニング加算（栄養状態の確認及び情報共有した場合） 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)    ２０円（６月に１回） 

・口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)       ５円（６月に１回） 

 

⑫ 口腔機能向上加算（口腔機能の低下している方やおそれのある利用者が口腔ケア

等 

     のサービスを受けたとき） 

・口腔機能向上加算(Ⅰ)        １５０円（３月以内で月２回） 

・口腔機能向上加算(Ⅱ)        １６０円（３月以内で月２回） 

 

⑬ 科学的介護推進体制加算（利用者の身体機能値や栄養状態、口腔機能、認知症等の 

            心身の状況等の情報を厚生労働省に提供するとともに 

            その情報をリハビリテーション等に活用している場合） 

                    ４０円（月あたり） 

 

⑭ 移行支援加算（評価対象期間に通所リハビリを終了し、通所介護等へ参加した 

者の割合が５％以上の場合） 
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             １２円（回あたり） 

 

⑮ 重度療養管理加算（所定の状態にある要介護３～５の方が利用された場合） 

１００円（日あたり） 

 

⑯ 中重度者ケア体制加算（重度の要介護者の利用割合及び所定の職員配置が評価 

           された場合） 

                   ２０円（日あたり） 

  ⑰ 退院時共同指導加算（退院時に関係者が情報共有し、在宅でのリハビリテーショ

ンに必要な指導を共同して実施することを評価） 

                                    ６００円（退院時 1 回）  
 

⑱ 同一建物送迎減算（デイケア施設の同一建物内で利用される場合） 

      傷病による送迎の必要又はやむを得ない事情で送迎が必要な場合を除く 

                         減算９４円（日あたり） 
 

⑲ 送迎減算（居宅と事業所間の送迎を行わなかった場合） 

                       減算４７円（片道） 
 

⑳ サービス提供体制強化加算 （職員のキャリア等が評価される場合）  

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)       ２２円（日あたり） 

   ・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)       １８円（日あたり） 

・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)        ６円（日あたり） 
 

㉑ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）(介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改

善  

などを目的とする) 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）    ①～⑳の合計金額の 8.6％の金額 

 

尚、上記料金は、介護保険制度上でのサービス費や加算の１割の自己負担の金額を

示していますが、一定以上の所得のあるご利用者の自己負担は２割又は３割となり

ます。 

 

(2) その他の料金（ご希望に応じてのご負担となります） 

① 食費（食材料費等） 昼食 ８００円 

※原則として食堂でおとりいただきます。なお、通所リハビリテーション利用時間

帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

② 基本時間外施設利用料  ３０分当たり ３００円 

③ 石鹸代          １回当たり  ３０円 

④ 入浴用タオル使用料    １枚当たり  ５０円 
 

(3) 利用負担額の計算方法について 

 利用負担金は、（１）の基本料金の該当項目の金額と（２）その他の料金の該当項目

の合計金額となります。 

 

(4) 支払い方法 
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・毎月１０日頃に、前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日までに指定の金

融機関にお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。（利用

月毎に現金で支払う方法としても可能ですが、その場合、木曜日の午後の支払いはで

きません） 

・お支払い方法は、現金、金融機関口座自動引き落とし（但し、山口銀行・郵便局・山

口県農協に限らせていただきます）の２方法があります。利用申込み時にお選びくだ

さい。 

・尚、利用料金については、医療費控除対象となる項目がありますので、当施設発行の

領収書でご確認の上、保管しておいてください。（領収書の再発行はいたしかねます） 

 


